
告

示

公

告

福
島
県
告
示
第
百
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

桑
野
協
立
病
院

郡
山
市
島
二
丁
目
九
番
一
八
号

平
成
二
六
年
二
月
二
一
日

(

地
域
医
療
課)

福
島
県
告
示
第
百
四
号

土
地
改
良
法
施
行
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
六
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
耕
地
整
理
法(

明
治
四
十
二
年
法
律
第
三
十
号)

第
七
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
、
双
葉
郡
新
山
町
前
田
耕
地
整
理
組
合
の
臨
時
代
理
者
と
し
て
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日
次

の
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

臨
時
代
理
者
の
氏
名
及
び
住
所

佐
々
木
茂
夫

福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
大
字
藤
橋
字
下
亀
下
六
十
五
番
地

(

農
村
計
画
課)

福
島
県
告
示
第
百
五
号

都
市
再
開
発
法(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
市
街

地
再
開
発
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

組
合
の
名
称

郡
山
駅
前
一
丁
目
第
一
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
十
九
年
六
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
ま
で

三

施
行
地
区

郡
山
市
駅
前
一
丁
目
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地

郡
山
市
駅
前
一
丁
目
九
番
十
五
号

五

設
立
認
可
の
年
月
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十
二
日

六

事
業
施
行
予
定
期
間
の
変
更
の
内
容

変
更
前

平
成
十
九
年
六
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
二
月
ま
で

変
更
後

平
成
十
九
年
六
月
か
ら
平
成
二
十
三
年
五
月
ま
で

七

変
更
認
可
の
年
月
日

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
二
日

(

建
築
指
導
課)

公
告
第
四
十
一
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

大
久
保
地
区
に
係
る
県
営
た
め
池
等
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
日
完
了
し
た
の

で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
四
十
二
号

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
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八
〇
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発
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〇
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福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

長
坂
地
区
に
係
る
県
営
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
の
工
事
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
二
日
完

了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

(

農
村
計
画
課)

公
告
第
四
十
三
号

都
市
計
画
法(
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
中
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
た
め
当
該
都
市
計
画
の
案
を
次
の
と
お
り
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

都
市
計
画
か
ら
除
外
さ
れ
る
土
地
の
区
域

須
賀
川
市
の
う
ち
仁
井
田
字
角
田
並
び
に
森
宿
字
関
表
、
字
安
積
田
及
び
字
向
日
向
の
各
一
部
の

区
域

二

縦
覧
場
所

福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
企
画
管
理
部
企
画
調
査
課
、
須
賀
川
市
建
設
部
都
市
整
備
課
及
び
鏡
石

町
都
市
建
設
課

三

縦
覧
期
間

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出

県
中
都
市
計
画
道
路
を
変
更
す
る
案
に
つ
い
て
、
須
賀
川
市
及
び
鏡
石
町
の
住
民
及
び
利
害
関
係

人
は
、
都
市
計
画
法
第
二
十
一
条
第
二
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住

所
、
氏
名
及
び
意
見
を
記
し
た
意
見
書
を
二
に
掲
げ
る
機
関
を
経
由
し
て
、
三
に
掲
げ
る
縦
覧
期
間

内
に
福
島
県
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
都
市
計
画
課)

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
四
号

公
職
選
挙
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号)

第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
四
項
第
二

号(

農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号)

第
六
条
、
漁
業
法

施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号)

第
九
条
若
し
く
は
第
二
十
三
条
又
は
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
条
、
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
若
し
く
は
第
百
八
十
四

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
施
設
と
し
て
、
平
成
二

十
三
年
二
月
十
七
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

施

設

の

名

称

施

設

の

所

在

地

シ
ル
バ
ー
レ
ジ
デ
ン
ス
孔
輪
閣

い
わ
き
市
平
上
片
寄
字
上
ノ
内
一
七
五
番
地
の

一
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